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十
万
を
超
え
る
場
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た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

　

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

一
四

○
不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

一
四

告
　
　
　
示
（
公
）

○
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

一
四

○
認
定
検
査
実
施
者
の
届
出
事
項
の
変
更
届
出
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

一
五

○
認
定
教
育
実
施
者
の
届
出
事
項
の
変
更
届
出
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

一
五

告
　
　
　
示
（
固
評
審
）

○
東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

一
六

規
　
　
　
程
（
交
）

○
東
京
都
交
通
局
自
動
車
営
業
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

一
六

○
深
夜
バ
ス
に
よ
る
旅
客
運
送
に
関
す
る
特
例
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…	

一
六

規
　
　
　
程
（
下
水
）

○
公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…	

一
七

規
　
　
　
則



2令和7年3月28日（金曜日）（第18273号） 東　京　都　公　報

書
」
を
「
里
親
登
録
否
決
通
知
書
」
に
、
「
里
親
認
定
登
録
申
請
書
」
を
「
里
親
登
録
申
請
書
」
に
改

め
る
。

第
十
七
条
の
八
第
一
項
中
「
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

第
十
七
条
の
九
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
親
子
再
統
合
支
援
事
業
、
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
及
び
意
見
表
明
等
支
援
事
業
の
実
施
、

廃
止
又
は
休
止
の
届
出
等
）

第
十
七
条
の
九
の
二　

法
第
三
十
四
条
の
七
の
二
第
二
項
及
び
規
則
第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
二
の
規

定
に
よ
る
届
出
は
、
親
子
再
統
合
支
援
事
業
・
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
・
意
見
表
明
等
支

援
事
業
実
施
届
（
別
記
第
二
十
九
号
の
十
五
の
二
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２　

法
第
三
十
四
条
の
七
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
親
子
再
統
合
支
援
事
業
・
社
会
的
養

護
自
立
支
援
拠
点
事
業
・
意
見
表
明
等
支
援
事
業
内
容
変
更
届
（
別
記
第
二
十
九
号
の
十
五
の
三
様

式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３　

法
第
三
十
四
条
の
七
の
二
第
四
項
及
び
規
則
第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、

親
子
再
統
合
支
援
事
業
・
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
・
意
見
表
明
等
支
援
事
業
廃
止
（
休

止
）
届
（
別
記
第
二
十
九
号
の
十
五
の
四
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
実
施
、
廃
止
又
は
休
止
の
届
出
等
）

第
十
七
条
の
九
の
三　

法
第
三
十
四
条
の
七
の
五
第
二
項
及
び
規
則
第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
四
の
規

定
に
よ
る
届
出
は
、
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
実
施
届
（
別
記
第
二
十
九
号
の
十
五
の
五
様
式
）
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

２　

法
第
三
十
四
条
の
七
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
内
容
変
更

届
（
別
記
第
二
十
九
号
の
十
五
の
六
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３　

法
第
三
十
四
条
の
七
の
五
第
四
項
及
び
規
則
第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
五
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
廃
止
（
休
止
）
届
（
別
記
第
二
十
九
号
の
十
五
の
七
様
式
）
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

別
記
第
三
号
様
式
⑷
中
「承

諾
書

　
　

/不
承
諾
理
由

」
を
「承

諾
書

　
　

/承
諾

　
　

/意
向

」
に
、

「承
諾

　
　

/不
承
諾
理
由

」
を
「承

諾

　
　

/意
見
聴
取
内
容

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式

（第１片）
中
「里

親
認
定
登
録
申
請
書

」
を
「里

親
登
録
申
請
書

」
に
改
め
、
「認

東
京
都
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
十
三
号

東
京
都
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
東
京
都
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
第
五
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
五
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
第
五
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
免
許
の
申
請
及
び
法
第
九
条
の
届
出
に
係
る
書
類
」
を
「
法
第
四
条
第
二
項
第

一
号
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
（
法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並

び
に
法
第
四
条
第
二
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
十
四
号

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
六
号
中
「
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

第
十
四
条
の
見
出
し
中
「
認
定
登
録
申
請
等
」
を
「
登
録
申
請
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
里

親
認
定
登
録
申
請
書
」
を
「
里
親
登
録
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
中
「
認
定
等
」
を
「
登
録
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
、
里
親
と
し
て
認

定
し
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定
し
た
」
を
「
登
録
し
た
」
に
、
「
里
親
認
定
通
知
書
」
を

「
里
親
登
録
通
知
書
」
に
、
「
認
定
し
な
い
」
を
「
登
録
し
な
い
」
に
、
「
里
親
認
定
登
録
否
決
通
知
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別
記
第
二
十
九
号
の
十
四
様
式
中
「ホ

ー
ム
名

」
を
「事

業
所
名

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
九
号
の
十
五
様
式
中
「

」
を

「

」
に
、
「ホ

ー
ム
名

」
を
「事

業
所
名

」
に
改

め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
六
様
式
を
加
え
る
。

定
及
び

」
を
削
り
、
「認

定
に

」
を
「登

録
に

」
に
、
「認

定
登
録
さ
れ
た

」
を
「登

録
さ
れ
た

」
に
、

「専
門
養
育
家
庭
認
定
登
録
申
請
時

」
を
「専

門
養
育
家
庭
登
録
申
請
時

」
に
改
め
、
同
様
式

（第２片）
中

「里
親
認
定
登
録
申
請
用

」
を
「里

親
登
録
申
請
用

」
に
改
め
、
同
様
式

（第４片）
中
「認

定
登
録
さ
れ
た

」

を
「登

録
さ
れ
た

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
五
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
中
「里

親
認
定
通
知
書

」
を
「里

親
登
録
通
知
書

」
に
、
「認

定
し
た

」
を

「登
録
し
た

」
に
、
「認

定
・
登
録
番
号

」
を
「登

録
番
号

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
中
「里

親
認
定
登
録
否
決
通
知
書

」
を
「里
親
登
録
否
決
通
知
書

」
に
改
め
、

「認
定
及
び

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
中
「認

定
・
登
録
番
号

」
を
「登
録
番
号

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
九
号
様
式
中
「里

親
認
定
・
登
録
番
号

」
を
「里

親
登
録
番
号

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
九
号
の
七
様
式
中
「

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
九
号
の
九
様
式
中
「
な
る
児
童
」
を
「
な
る
者
」
に
改
め
、
「児

童
の

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
九
号
の
十
三
様
式
中
「

」
を

「

」
に
、
「ホ

ー
ム

名

を

ホ
ー
ム
所
在
地

」

「事
業

所
名

に
改
め
る
。

事
業
所
所
在
地

」
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第

号
の

の
２
様
式

第
条
の
９
の
２
関
係

親
子
再
統
合
支
援
事
業
・
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
・
意
見
表
明
等
支

援
事

業
実

施
届

年
月

日

東
京

都
知

事
殿

住
所

法
人
に
あ
つ
て
は
所
在
地

事
業
者
名

法
人
名
及
び
代
表
者
氏
名

印

親
子
再
統
合
支
援
事
業

社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業

意
見
表
明
等
支
援
事
業

を
実
施
す
る
の
で
、
児
童
福
祉
法
第

条
の

の
第

項
及
び

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第

条
の

の
の
規
定
に
基
づ
き
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま

す
。

記

１
事
業
の
種
類
及
び
内
容

２
経
営
者
の
氏
名
及
び
住
所

法
人
に
あ
つ
て
は
、
法
人
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の

所
在

地

３
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容

４
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
（
事
業
所
）
の
名
称
、
種
類
及
び
所
在
地

５
事
業
開
始
予
定
年
月
日

年
月

日

（
添
付
資
料
）

１
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款

２
主
な
職
員
の
氏
名
及
び
経
歴

を
確
認
で
き
る
資
料

（
職
員
名
簿
・
履
歴
書
・
資

格
証

明
書
）

３
収
支
予
算
書
及
び
事
業
計
画
書
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て

当
該
書
類
の
内

容
を

確
認
で

き
る

場
合
に
は
、
書
類
の
添
付
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
）

日
本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番

第
号

の
の
３
様
式

（
第

条
の
９

の
２

関
係

）

親
子
再
統
合
支
援
事
業
・
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
・意

見
表
明
等
支
援
事
業
内
容
変
更
届

年
月

日

東
京

都
知

事
殿

住
所

（
法

人
に

あ
つ

て
は

所
在
地

）

事
業

者
名

（
法

人
名

及
び

代
表

者
氏
名

）

に
つ
い
て
、
下
記
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
児
童
福
祉
法
第

条
の

の
第

項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。記

１
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
（事

業
所
）の

名
称

２
変
更
す
る
事
項

変
更
前

変
更
後

３
変
更
の
理
由

４
変
更
年
月
日

年
月

日

※
変
更
の
日
か
ら

月
以
内
に
届
け
出
る
こ
と
。

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

親
子
再
統
合
支
援
事
業

社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業

意
見
表
明
等
支
援
事
業
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第
号
の

の
２
様
式

第
条
の
９
の
２
関
係

親
子
再
統
合
支
援
事
業
・
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
・
意
見
表
明
等
支

援
事

業
実

施
届

年
月

日

東
京

都
知

事
殿

住
所

法
人
に
あ
つ
て
は
所
在
地

事
業
者
名

法
人
名
及
び
代
表
者
氏
名

印

親
子
再
統
合
支
援
事
業

社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業

意
見
表
明
等
支
援
事
業

を
実
施
す
る
の
で
、
児
童
福
祉
法
第

条
の

の
第

項
及
び

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第

条
の

の
の
規
定
に
基
づ
き
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま

す
。

記

１
事
業
の
種
類
及
び
内
容

２
経
営
者
の
氏
名
及
び
住
所

法
人
に
あ
つ
て
は
、
法
人
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の

所
在

地

３
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容

４
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
（
事
業
所
）
の
名
称
、
種
類
及
び
所
在
地

５
事
業
開
始
予
定
年
月
日

年
月

日

（
添
付
資
料
）

１
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款

２
主
な
職
員
の
氏
名
及
び
経
歴

を
確
認
で
き
る
資
料

（
職
員
名
簿
・
履
歴
書
・
資

格
証

明
書
）

３
収
支
予
算
書
及
び
事
業
計
画
書
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
当
該
書
類
の
内

容
を

確
認
で

き
る

場
合

に
は
、
書
類
の
添
付
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
）

日
本
産

業
規

格
Ａ
列
４
番

第
号
の

の
４
様
式
（
第

条
の
９
の
２
関
係
）

親
子
再
統
合
支
援
事
業
・
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
・
意
見
表
明
等
支
援
事

業
廃

止
（
休

止
）
届

年
月

日

東
京

都
知

事
殿

住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
所
在
地
）

事
業
者
名
（
法
人
名
及
び
代
表
者
氏
名
）

印

児
童
福
祉
法
第

条
の

の
第

項
及
び
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第

条
の

の
の
規

定
に
よ

り
、

親
子
再
統
合
支
援
事
業

社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業

意
見
表
明
等
支
援
事
業

を
下
記
の
と
お
り
廃
止
（
休
止
）
す
る

の
で

届
け

出
ま

す
。

記

１
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
（
事
業
所
）
の
名
称

２
廃
止
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

年
月

日

３
廃
止
又
は
休
止
の
理
由

４
現
に
便
宜
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
措
置

５
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
休
止
の
予
定
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

（
日
本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

第
号
の

の
５
様

式
第

条
の

９
の
３
関
係

妊
産
婦
等

生
活
援
助
事
業

実
施
届

年
月

日

東
京

都
知

事
殿

住
所

法
人
に
あ
つ
て
は
所

在
地

事
業
者
名

法
人
名
及
び

代
表
者
氏
名

印

妊
産

婦
等
生

活
援

助
事
業
を
実

施
す
る
の

で
、
児
童
福
祉
法
第

条
の

の
第

項
及
び
児
童
福

祉
法

施
行

規
則

第
条
の

の
の
規
定
に
基

づ
き
下
記
の
と

お
り
届
け
出

ま
す
。

記

１
事
業

の
種

類
及

び
内

容

２
経
営

者
の

氏
名

及
び

住
所

法
人
に
あ
つ
て

は
、
法
人
名
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

３
職
員

の
定

数
及

び
職
務
の
内

容

４
当
該

事
業

の
用
に
供
す
る

施
設
（
事
業
所
）
の
名
称
、
種
類
及
び
所

在
地

５
事
業

開
始

予
定
年
月
日

年
月

日

（
添

付
資

料
）

１
定
款

そ
の

他
の
基
本
約
款

２
主
な

職
員

の
氏
名
及
び
経

歴
を
確
認
で
き
る

資
料

（
職
員
名
簿

・
履
歴
書
・
資

格
証

明
書
）

３
収
支

予
算

書
及
び
事

業
計

画
書
（
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
し
て
当
該
書
類
の
内
容
を

確
認
で
き
る

場
合

に
は

、
書

類
の
添
付

は
必

要
あ
り
ま
せ

ん
。
）

（
日
本
産

業
規
格
Ａ

列
４
番
）
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第

号
の

の
６
様

式
（

第
条
の

９
の

３
関

係
）

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
内
容
変
更
届

年
月

日

東
京

都
知

事
殿

住
所

（
法

人
に

あ
つ

て
は

所
在
地
）

事
業

者
名

（
法

人
名

及
び

代
表

者
氏
名

）

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
に
つ
い
て
、
下
記
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
児
童
福
祉
法
第

条
の

の
第

項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
（事

業
所
）の

名
称

２
変
更
す
る
事
項

変
更
前

変
更
後

３
変
更
の
理
由

４
変
更
年
月
日

年
月

日

※
変
更
の
日
か
ら
１
月
以
内
に
届
け
出
る
こ
と
。

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

第
号
の

の
７
様

式
（

第
条

の
９

の
３

関
係

）

妊
産

婦
等

生
活

援
助
事
業

廃
止

（
休
止

）
届

年
月

日

東
京

都
知

事
殿

住
所

（
法

人
に

あ
つ

て
は

所
在
地

）

事
業

者
名

（
法

人
名

及
び

代
表

者
氏
名

）
印

児
童

福
祉

法
第

条
の

の
第

項
及

び
児

童
福

祉
法

施
行

規
則

第
条

の
の

の
規
定

に
よ

り
、

妊
産

婦
等

生
活

援
助

事
業

を
下

記
の
と

お
り

廃
止
（
休

止
）

す
る
の

で
届

け
出

ま
す

。

記

１
当
該

事
業

の
用

に
供

す
る

施
設
（

事
業

所
）

の
名

称

２
廃
止

又
は

休
止

し
よ

う
と

す
る
年

月
日

年
月

日

３
廃
止

又
は

休
止

の
理

由

４
現
に

便
宜

を
受

け
て

い
る

者
に
対

す
る
措
置

５
休
止

し
よ

う
と

す
る

場
合

、
休
止

の
予

定
期

間

年
月

日
か

ら
年

月
日
ま
で

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）
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「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
別
記
第
三
号
様

式
⑷
及
び
第
二
十
四
号
様
式
か
ら
第
二
十
九
号
様
式
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
別
記
第
二
十
九
号

の
七
様
式
、
第
二
十
九
号
の
九
様
式
及
び
第
二
十
九
号
の
十
三
様
式
か
ら
第
二
十
九
号
の
十
五
様
式

ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３　

別
記
第
三
号
様
式
⑷
及
び
第
二
十
四
号
様
式
か
ら
第
二
十
九
号
様
式
ま
で
の
改
正
規
定
の
施
行
の

際
、
当
該
改
正
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
別
記
第
三
号
様
式
⑷
及
び
第
二
十
四

号
様
式
か
ら
第
二
十
九
号
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加

え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
身
体
障
害
者
手
帳
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
十
五
号

東
京
都
身
体
障
害
者
手
帳
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
身
体
障
害
者
手
帳
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
二
百
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
三
中

「

」
を
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注
：

身
体

障
害

者
福
祉

法
の

等
級
は

、
機

能
障
害

（
）
の

レ
ベ

ル
で
認

定
さ
れ

ま
す

の
で
（

）
の

中
に
○
が
付
い
て
い
る
場
合
、
原
則

と
し

て
自

立
し

て
い
な

い
と

い
う
解

釈
に

な
り
ま

す
。

歩
行

能
力

及
び

起
立
位

の
状

況
（
該

当
す

る
も
の

を
○
で

囲
む
。
）

（
）

歩
行

能
力

（
補
装

具
な

し
で

）
：

正
常

に
可

能

（
・

・
・

ベ
ッ

ド
周
辺

）
以
上

歩
行

不
能
・

不
能

（
）

起
立

位
保

持
（
補

装
具

な
し

で
）
：

正
常
に

可
能

（
１
時

間
・

分
・

分
）
以

上
困
難

・
不

能

目
｜

目
口
｜

｜
｜

目
｜

｜
｜

｜
目
｜

目

｜
｜

｜

口
｜

｜
｜

丿
目
口

｜
目
丿

｜
丿
｜

｜
｜

｜
｜
｜

｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜
母

目
口

｜
｜

口
｜

｜
口
目

口
目
口
｜

目
口
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜
示

口
目

卜
目

口
目

口
｜
口

目
口
目
口
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜
巾

目
｜

｜
｜

｜
目
｜

目
｜
目

｜
目
｜

目
｜
目
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜
環

目
｜

｜
｜

｜
目
｜

目
｜
目

｜
目
｜

目
｜
目
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜
小

口
｜

｜
｜

｜
口
｜

口
｜
目

丿
目
口

｜
｜

｜
｜
｜

｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜
ほ

目
口

｜
｜

口
｜

｜
口
目

口
目
口
｜

目
口
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜
ボ

目
口

卜
口

目
口

目
口
目

口
｜
目
口

｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜
巾

目
｜

｜
｜

｜
目
｜

目
丿
｜

｜
目
｜

目
｜

｜
｜
｜

｜

｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜
屋

目
｜

｜
｜

｜
目

｜
目
｜

目
｜
目
｜

目
｜
｜
｜
｜
｜

｜

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ
小

口
｜

｜
｜

｜
目
丿
目
口

｜
｜

｜
｜

目
｜

｜
｜

｜
目
｜

目
｜
目

｜
｜

｜
｜

目
｜

｜
｜

｜

目
｜

目
｜

目

｜
｜

｜
｜
｜

目
｜
｜
｜
｜
目
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜

｜
｜
｜

｜
｜
｜

目母
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜

目
口

目
口

目
丿
目
口
丿

目
丿

目
口

示
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜

目
口

目
口

｜
口

｜
目

口
白

目
｜

目
口

｜

申
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜
目
｜

目
｜
｜
｜

｜
目
｜

｜
｜
｜
｜

｜
｜

目
｜
目
｜

目屎
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜
｜
｜

目
｜
｜
｜
｜
目
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜

｜
｜
｜

｜
｜
｜

目ﾉ
ﾄ
ﾞＩ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ

｜
｜
｜

目
｜
｜
｜
｜
目
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜

｜
｜
｜

｜
｜
｜

目に
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜

目
目

口
目

口
目

口
目

丿
｜

丿
目

口
｜

河
ﾇ
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜目
口

白
目

｜
口

｜
目

口
白

目
｜

目
口

｜

巾
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜

目
｜

目
｜

目
｜

目
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

目
｜

目
｜

目

屋
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜
｜
｜

目
｜
｜
｜
｜
目
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜

｜
｜
｜

｜
｜
｜

目小
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ

第
５

号
様

式
（

第
３

条
関

係
）

肢
体

不
自

由
の

状
況

及
び

所
見

神
経

学
的

所
見

そ
の

他
の

機
能

障
害

（
形

態
異

常
）

の
所

見
（

該
当

す
る

も
の

を
○

で
囲

み
、

下
記

空
欄

に
追

加
所

見
記

入
）

１
感
覚
障
害
（
下
記
図
示
）
：
な
し

・
感
覚
脱
失
・
感
覚
鈍
麻
・
異
常
感
覚

２
運
動
障
害
（
下
記
図
示
）
：
な
し
・

弛 し

緩
性
麻
痺 ひ

・
痙 け
い

性
麻
痺 ひ

・
固
縮
・
不
随
意
運
動
・
し
ん
せ
ん
・
運
動
失
調
・
そ
の
他

３
起
因
部
位

：
脳
・

脊 せ
き髄

・
末

梢 し
ょ

う神
経
・
筋
肉
・
骨
関
節
・
そ
の
他

４
排
尿
・
排
便
機
能
障
害

：
な
し

・
あ
り

５
形
態
異
常

：
な
し

・
あ
り

参参
考考

図図
示示

右

右
左

左

関
節

可
動

域
(ROM

)及
び

筋
力
テ

ス
ト
(M

M
T)

(こ
の

表
は

必
要
な

部
分

を
記
入
)

足足
指指

のの
機機

能能
障障

害害
（（

□□
にに

チチ
ェェ

ッッ
クク

をを
入入

れれ
てて

くく
だだ

ささ
いい

。。））

□
下

駄
、

草
履

を
は

く
こ

と
が

で
き

な
い

（
右

足
指

・
左

足
指

・
両

足
指
）

□
特

別
な

工
夫

を
し

な
け

れ
ば

下
駄

、
草

履
を

は
く

こ
と

が
で

き
な

い
（

両
足

指
）

備備
考考

注
：1

関
節

可
動

域
は

、
他

動
的

可
動

域
を

原
則

と
す

る
。

2
関

節
可

動
域

は
、

基
本

肢
位

を
0

度
と

す
る

日
本

整
形
外

科
学

会
、

日
本

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
医

学
会

の
指

定
す

る
表

示
法

と
す

る
。

3
関

節
可

動
域

の
図

示
は

の
よ

う
に

両
端

に
太

線
を

引

き
、

そ
の

間
を

矢
印

で
結

ぶ
。

強
直

の
場

合
は

、
強

直
肢

位
に

波
線
(

)を
引

く
。

4
筋

力
に

つ
い

て
は

、
表
(

)内
に

×
△

○
印

を
記
入

す
る

。

×
印

は
、

筋
力

が
消

失
又

は
著

減
(筋

力
0
、
1
、
2
該

当
)

△
印

は
、

筋
力
半

減
(筋

力
3
該

当
)

○
印

は
、

筋
力
正

常
又

は
や
や

減
(筋

力
4
、
5
該

当
)

5
(PIP)の

項
母

指
は
(IP)関

節
を

指
す
。

6
DIP

そ
の

他
手
の

対
立

内
外
転

等
の
表

示
は

、
必
要

に
応
じ

備
考

欄
を
用

い
る

。

7
図

中
塗
り

つ
ぶ
し

た
部

分
は
、

参
考
的

正
常

範
囲
外

の
部

分
で
、

反
張
膝

等
の

異
常

可
動

は
こ
の

部
分
に

は
み

出
し
記

入
と
な

る
。

例
示
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東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
十
八
号

東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百

三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
三
項
中
「
第
二
条
第
八
項
」
を
「
第
二
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
在
宅
難
病
患
者
医
療
機
器
貸
与
事
業
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公

布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
十
九
号

東
京
都
在
宅
難
病
患
者
医
療
機
器
貸
与
事
業
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

東
京
都
在
宅
難
病
患
者
医
療
機
器
貸
与
事
業
の
実
施
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第

九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
号
イ
た
だ
し
書
中
「
医
療
受
給
者
証
」
の
下
に
「
又
は
細
則
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る

指
定
難
病
要
支
援
者
に
係
る
証
明
」
を
加
え
る
。

　
　

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
在
宅
人
工
呼
吸
器
使
用
難
病
患
者
に
対
す
る
訪
問
看
護
事
業
の
実
施
等
に
関
す
る
規
則
の
一

　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
身
体
障
害
者
手
帳
に
関
す
る
規
則

別
記
第
二
号
様
式
の
三
及
び
第
五
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正

を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
十
六
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
規
則
第
百
九
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
四
項
中
「
第
二
条
第
八
項
」
を
「
第
二
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
十
七
号

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
九
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
八
項
」
を
「
第
二
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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改
め
、
同
様
式

（添付書類）
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
す
る
。

　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
別
記
第
一
号
様

式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

東
京
都
建
設
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
十
二
号

東
京
都
建
設
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
建
設
事
務
所
長
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
東
京
都
規
則
第
二
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
����及
び
第
二
号
の
二
�
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
第
七
号
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二

第
四
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
十
三
号

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
規
則
第
六
十
四

部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
十
号

東
京
都
在
宅
人
工
呼
吸
器
使
用
難
病
患
者
に
対
す
る
訪
問
看
護
事
業
の
実
施
等
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
在
宅
人
工
呼
吸
器
使
用
難
病
患
者
に
対
す
る
訪
問
看
護
事
業
の
実
施
等
に
関
す
る
規
則
（
平

成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
号
イ
た
だ
し
書
中
「
医
療
受
給
者
証
」
の
下
に
「
又
は
細
則
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る

指
定
難
病
要
支
援
者
に
係
る
証
明
」
を
加
え
る
。

　
　

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
十
一
号

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に
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条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

施
行
者
の
名
称　
　

立
川
市

二　

都
市
計
画
事
業
の　

立
川
都
市
計
画
公
園
事
業
第
五
・
五
・
六
号
立
川
公
園

　
　

種
類
及
び
名
称　
　

三　

事
業
施
行
期
間　
　

平
成
八
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地　
　
　
　
　

収
用
の
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

変
更
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

使
用
の
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
文
京
区
の
児
童
自
立
支
援
施
設
に
係
る
事
務
を
次
の
規
約
に
よ
り
受
託
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

文
京
区
の
児
童
自
立
支
援
施
設
に
係
る
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約

（
委
託
事
務
の
範
囲
）

第
一
条　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
文
京
区
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

六
十
四
号
）
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
児
童
自
立
支
援
施
設
に
係
る
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と

い
う
。
）
の
管
理
及
び
執
行
を
東
京
都
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。

（
管
理
及
び
執
行
の
方
法
）

第
二
条　

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
は
、
乙
の
条
例
及
び
規
則
そ
の
他
の
規
程
（
以
下

「
条
例
等
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
経
費
の
負
担
）

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
○
・
○
五
九
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
○
・
一
四
九
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金

貸
付
条
例
施
行
規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
貸
付
け
の
利
率
を
決
定
し
た
移
転
資
金
に
係
る
利
率
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
四

年
東
京
都
告
示
第
二
百
六
十
一
号
立
川
都
市
計
画
緑
地
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

施
行
者
の
名
称　
　

立
川
市

二　

都
市
計
画
事
業
の　

立
川
都
市
計
画
緑
地
事
業
第
一
号
川
越
道
緑
地

　
　

種
類
及
び
名
称

三　

事
業
施
行
期
間　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地　
　
　
　
　

収
用
の
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

変
更
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

使
用
の
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
八
年
東

京
都
告
示
第
千
二
百
八
十
七
号
立
川
都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
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附　

則

こ
の
規
約
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
一
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

公　

園　

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
東
伏
見
公
園

別
図
の
と
お
り

令
和
七
年
三
月
三

十
一
日

第
三
条　

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
要
す
る
経
費
は
、
甲
の
負

担
と
す
る
。

２　

前
項
の
経
費
の
額
及
び
交
付
の
時
期
は
、
甲
と
乙
と
が
協
議
し

て
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
乙
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
託
事

務
の
管
理
及
び
執
行
に
要
す
る
経
費
の
見
積
り
に
関
す
る
書
類
を

甲
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
収
入
の
帰
属
）

第
四
条　

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
使
用
料
及
び
手
数
料

並
び
に
財
産
収
入
及
び
諸
収
入
は
、
全
て
乙
の
収
入
と
す
る
。

（
収
入
及
び
支
出
の
経
理
）

第
五
条　

乙
は
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
収
入
及
び
支

出
に
つ
い
て
経
理
を
明
確
に
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

（
収
入
及
び
支
出
の
精
算
）

第
六
条　

乙
は
、
毎
年
度
終
了
後
、
速
や
か
に
委
託
事
務
に
係
る
収

入
及
び
支
出
の
精
算
を
行
い
、
そ
の
明
細
を
甲
に
通
知
す
る
。

（
条
例
等
の
制
定
又
は
改
廃
の
場
合
の
措
置
）

第
七
条　

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
乙
の

条
例
等
が
制
定
さ
れ
、
若
し
く
は
廃
止
さ
れ
、
又
は
そ
の
全
部
若

し
く
は
一
部
が
改
正
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
は
、
直
ち
に

そ
の
旨
を
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
委
託
事
務
の
廃
止
に
伴
う
決
算
処
理
等
）

第
八
条　

委
託
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
収
入
及
び
支
出
は
、

当
該
廃
止
の
日
を
も
っ
て
こ
れ
を
打
ち
切
り
、
乙
が
こ
れ
を
決
算

す
る
。

（
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
細
目
）

第
九
条　

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
管
理
及

び
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
と
乙
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
二
号

東
京
都
港
湾
環
境
整
備
負
担
金
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条

例
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
度
に

実
施
す
る
港
湾
工
事
の
う
ち
、
負
担
対
象
工
事
と
し
て
指
定
し
よ
う

と
す
る
工
事
の
種
類
を
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

港
湾
環
境
整
備
施
設
（
施
設
の
敷
地
を
含
む
。
）
の
建
設
又
は

改
良
の
工
事

二　

前
号
に
掲
げ
る
施
設
の
維
持
の
工
事

三　

漂
流
物
の
除
去
そ
の
他
の
清
掃
の
た
め
の
工
事

告
　
　
　
示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条

第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

二
三
〇
、
七
八
六

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条

第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け

東伏見五丁目

柳沢二丁目

柳沢五丁目

東伏見一丁目

東伏見二丁目

西武新宿線

柳沢一丁目柳沢六丁目

東伏見六丁目

西東京市

別
図 

東
京
都
立
東
伏
見
公
園

区
域
変
更
略
図 

変
更
箇
所

西
東
京
市
東
伏
見
一
丁
目 

変
更
前
の
区
域

面
積

五
二
、
四
七
〇
・
一
二

平
方
メ
ー
ト
ル 

追
加
区
域

面
積

二
八
四
・
三
九

平
方
メ
ー
ト
ル 

変
更
後
の
面
積

五
二
、
七
五
四
・
五
一

平
方
メ
ー
ト
ル 
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西
多
摩
選
挙
区

67,959 

南
多
摩
選
挙
区

67,404 

北
多
摩
第
一
選
挙
区

85,591 

北
多
摩
第
二
選
挙
区

57,284 

北
多
摩
第
三
選
挙
区

89,922 

北
多
摩
第
四
選
挙
区

53,516 

島
部
選
挙
区

6,577 

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施　

設　

の　

名　

称

所　
　
　

在　
　
　

地

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア　

ラ
ヴ
ィ

ー
レ
羽
田

大
田
区
東
糀
谷
五
丁
目
十
九
番
十
八

号

セ
ン
ト
ラ
ル
病
院

渋
谷
区
松
濤
二
丁
目
十
八
番
一
号

告
　
　
　
示
（
公
）

◉東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
117号

道
路
交
通
法

（昭
和
35年
法
律
第
105号

）第
108条

の
32の
３
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
、
自
動
車
教
習
所
の
運
転
免
許

取
得
者
等
検
査
の
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
に
お
い
て
読
み

江
東
区
選
挙
区

138,626 

品
川
区
選
挙
区

114,550 

目
黒
区
選
挙
区

78,586 

大
田
区
選
挙
区

170,536 

世
田
谷
区
選
挙
区

195,655 

渋
谷
区
選
挙
区

64,430 

中
野
区
選
挙
区

94,657 

杉
並
区
選
挙
区

147,887 

豊
島
区
選
挙
区

76,847 

北
区
選
挙
区

96,973 

荒
川
区
選
挙
区

57,703 

板
橋
区
選
挙
区

146,057 

練
馬
区
選
挙
区

170,206 

足
立
区
選
挙
区

162,031 

葛
飾
区
選
挙
区

127,837 

江
戸
川
区
選
挙
区

159,477 

八
王
子
市
選
挙
区

145,343 

立
川
市
選
挙
区

51,877 

武
蔵
野
市
選
挙
区

41,363 

三
鷹
市
選
挙
区

52,849 

青
梅
市
選
挙
区

36,975 

府
中
市
選
挙
区

72,374 

昭
島
市
選
挙
区

31,914 

町
田
市
選
挙
区

120,388 

小
金
井
市
選
挙
区

34,507 

小
平
市
選
挙
区

53,817 

日
野
市
選
挙
区

52,537 

西
東
京
市
選
挙
区

57,138 

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一
、
五
四
二
、
四
一
〇

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
区
名

数

千
代
田
区
選
挙
区

18,258 

中
央
区
選
挙
区

49,264 

港
区
選
挙
区

69,259 

新
宿
区
選
挙
区

91,338 

文
京
区
選
挙
区

62,225 

台
東
区
選
挙
区

58,878 

墨
田
区
選
挙
区

80,012 
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認
定
検
査

実
施
者

変
更
事
項

新
旧

変
更
年
月
日

株
式
会
社

江
戸
川
自

動
車
教
習

所

代
表
者
の

氏
名

嶋
村　
光
高
嶋
村　

嘉
髙
令
和
６
年
12

月
17日

◉東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
120号

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則

（平
成
12年

国

家
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号

）第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
認
定
教
育
実
施
者
か
ら
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
７
年
３
月
28日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長　

廣　
瀨　

道　
明

記

認
定
教
育

実
施
者

変
更
事
項

新
旧

変
更
年
月
日

株
式
会
社

江
戸
川
自

動
車
教
習

所　

代
表
者
の

氏
名

嶋
村　
光
高
嶋
村　

嘉
髙
令
和
６
年
12

月
17日

◉東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
121号

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則

（平
成
12年

国

家
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号

）第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
認
定
教
育
実
施
者
か
ら
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
に
使
用

す
る
施
設
の
名
称
の
変
更
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

◉東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
118号

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
に
関
す
る
規
則

（平
成
12年
国

家
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号

）第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
認
定
検
査
実
施
者
か
ら
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
に
使
用

す
る
施
設
の
名
称
の
変
更
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
７
年
３
月
28日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長　
廣　

瀨　
道　

明

記

認
定
検
査

実
施
者

変
更
事
項

新
旧

変
更
年
月
日

新
神
戸
ド

ラ
イ
ヴ
ィ

ン
グ
ス
ク

ー
ル

施
設
の
名

称
ス
マ
ー
ト
ド

ラ
イ
バ
ー
ス

ク
ー
ル
東
京

多
摩

東
京
セ
ン
チ

ュ
リ
ー
モ
ー

タ
ー
ス
ク
ー

ル

令
和
６
年
12

月
20日

◉東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
119号

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
に
関
す
る
規
則

（令
和
４
年
国

家
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号

）第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
認
定
検
査
実
施
者
か
ら
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
７
年
３
月
28日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長　
廣　

瀨　
道　

明

記

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
108条

の
32の

２
第
２
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

令
和
７
年
３
月
28日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長　

廣　
瀨　

道　
明

記
１　

認
定
年
月
日

令
和
７
年
２
月
１
日

２　
認
定
事
項

名
称
及
び
住
所
並

び
に
代
表
者
の
氏

名

運
転
免
許
取
得
者

等
検
査
に
使
用
す

る
施
設
の
名
称
及

び
所
在
地

運
転
免
許
取
得
者
等

検
査
の
方
法
の
区
分

及
び
名
称

株
式
会
社
シ
グ
マ

葛
飾
区
東
立
石
一

丁
目
３
番
16号

藤
田　

博
一

平
和
橋
自
動
車
教

習
所

葛
飾
区
東
立
石
一

丁
目
３
番
16号

運
転
免
許
取
得
者
等

検
査
の
認
定
に
関
す

る
規
則

（令
和
４
年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
８
号
。
以
下

「規
則

」と
い

う
。

）第
１
条
第
１

号認
定
認
知
機
能
検
査

同
等
検
査

株
式
会
社
京
成
ド

ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク

ー
ル

葛
飾
区
高
砂
五
丁

目
54番
10号

小
林　

広
人

京
成
ド
ラ
イ
ビ
ン

グ
ス
ク
ー
ル

葛
飾
区
高
砂
五
丁

目
54番
10号

規
則
第
１
条
第
１
号

認
定
認
知
機
能
検
査

同
等
検
査

株
式
会
社
新
神
戸

ド
ラ
イ
ヴ
ィ
ン
グ

ス
ク
ー
ル

豊
島
区
南
大
塚
三

丁
目
46番
３
号

吉
村　

充
司

ス
マ
ー
ト
ド
ラ
イ

バ
ー
ス
ク
ー
ル
東

京
多
摩

あ
き
る
野
市
瀬
戸

岡
776番

地
２

規
則
第
１
条
第
１
号

認
定
認
知
機
能
検
査

同
等
検
査
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局
規
程
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
東
京
都
交
通
局
品
川
自
動
車
営
業
所
の
項
中
「
都
第
三
号
系

統
」
の
下
に
「
、
錦
第
十
一
号
系
統
」
を
加
え
、
同
表
東
京
都
交
通

局
渋
谷
自
動
車
営
業
所
の
項
中
「
渋
第
八
十
八
号
系
統
」
の
下
に	

「
、
品
第
九
十
七
号
系
統
、
Ｃ
・
Ｈ
第
一
号
系
統
」
を
加
え
、
「
、

高
第
七
十
一
号
系
統
」
を
削
り
、
同
表
東
京
都
交
通
局
小
滝
橋
自
動

車
営
業
所
の
項
中
「
都
第
二
号
系
統
乙
系
統
、
」
を
削
り
、
「
、
渋

第
六
十
六
号
系
統
及
び
Ｃ
・
Ｈ
第
一
号
系
統
」
を
「
及
び
渋
第
六
十

六
号
系
統
」
に
改
め
、
同
表
東
京
都
交
通
局
巣
鴨
自
動
車
営
業
所
の

項
中
「
都
第
二
号
系
統
甲
系
統
」
の
下
に
「
、
都
第
二
号
系
統
乙
系

統
」
を
加
え
、
同
表
東
京
都
交
通
局
江
東
自
動
車
営
業
所
の
項
中

「
亀
第
二
十
一
号
系
統
」
の
下
に
「
、
亀
第
二
十
三
号
系
統
」
を
加

え
、
同
表
東
京
都
交
通
局
江
戸
川
自
動
車
営
業
所
の
項
中
「
、
亀
第

二
十
三
号
系
統
」
及
び
「
、
Ｆ
Ｌ
第
一
号
系
統
」
を
削
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

別
表
東
京
都
交
通
局
江
戸
川
自
動
車
営
業
所
の
項
の
改
正
規
定	

（
「
、
Ｆ
Ｌ
第
一
号
系
統
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
四
号

深
夜
バ
ス
に
よ
る
旅
客
運
送
に
関
す
る
特
例
を
定
め
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

深
夜
バ
ス
に
よ
る
旅
客
運
送
に
関
す
る
特
例
を
定
め

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

深
夜
バ
ス
に
よ
る
旅
客
運
送
に
関
す
る
特
例
を
定
め
る
規
程
（
昭

事
の
同
意
を
得
て
委
員
長
が
任
命
す
る
幹
事
の
う
ち
、
職
員
の
職

名
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
規
則
第
八
十
一
号
）

第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
副
参
事
に
該
当
す
る
職
員
を
も
っ
て

充
て
る
。

２　

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
署
名
に
つ
い
て
は
、

東
京
都
電
子
署
名
規
則
の
例
に
よ
る
。

第
三
十
八
条
を
第
四
十
条
と
し
、
第
三
十
七
条
の
次
に
次
の
二
条

を
加
え
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
及
び
処
分
通
知
等
）

第
三
十
八
条　

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
及
び
処
分
通
知

等
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
東
京
都
デ
ジ

タ
ル
サ
ー
ビ
ス
開
発
・
運
用
規
程
（
令
和
五
年
東
京
都
訓
令
第
三

十
五
号
）
の
例
に
よ
る
。

（
秘
密
を
守
る
義
務
）

第
三
十
九
条　

委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な

ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
　
　
　
程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
三
号

東
京
都
交
通
局
自
動
車
営
業
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
交
通
局
自
動
車
営
業
所
処
務
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
自
動
車
営
業
所
処
務
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
交
通

令
和
７
年
３
月
28日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長　

廣　
瀨　

道　
明

記

認
定
教
育

実
施
者

変
更
事
項

新
旧

変
更
年
月
日

新
神
戸
ド

ラ
イ
ヴ
ィ

ン
グ
ス
ク

ー
ル

施
設
の
名

称
東
京
セ
ン
チ

ュ
リ
ー
モ
ー

タ
ー
ス
ク
ー

ル

東
京
島
し
ょ

部
自
動
車
教

習
所

令
和
６
年
12

月
20日

ス
マ
ー
ト
ド

ラ
イ
バ
ー
ス

ク
ー
ル
東
京

多
摩

東
京
セ
ン
チ

ュ
リ
ー
モ
ー

タ
ー
ス
ク
ー

ル

告
　
　
　
示
（
固
評
審
）

◉
東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
告
示
第
一
号

東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
規
程
（
平
成
十
一
年
東
京
都

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
告
示
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

目
次
中
「
第
三
十
八
条
」
を
「
第
四
十
条
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
委
員
会
の
電
子
署
名
）

第
三
十
七
条　

委
員
会
の
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
者
（
東
京
都
電

子
署
名
規
則
（
令
和
四
年
東
京
都
規
則
第
二
百
十
六
号
）
第
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
者
を
い
う
。
）
は
、

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
職
員
の
う
ち
か
ら
、
知
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に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
程
の
施
行
の
日
前
に
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
公

共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
程
第
六
条
の

規
定
に
よ
り
貸
付
け
の
利
率
を
決
定
し
た
移
転
資
金
に
係
る
利
率

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

和
六
十
三
年
交
通
局
規
程
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
深
夜
第
２
号
折
返
系
統
の
項
中
「午

後
11時
20分

」
を
「午

後
11時
40分

」
に
改
め
、
「午

後
11時
33分

」
を
削
り
、
同
表
深
夜

第
３
号
系
統
の
項
中
「午

後
11時
36分

」
を
「午

後
11時
13分

」
に

改
め
、
「午

後
11時
20分

」
を
削
り
、
同
表
深
夜
第
７
号
系
統
の
項

中
「午

後
11時
20分

」
を
「午

後
11時
15分

」
に
改
め
、
同
表
深
夜

第
７
号
折
返
系
統
の
項
中
「午

前
零
時
50分

」
を
「午

前
零
時
５

分

」
に
改
め
、
同
表
深
夜
第
11
号
系
統
の
項
中
「午

後
11時
16分

」

を
「午

後
11時

10分

」
に
改
め
、
同
表
深
夜
第
12
号
系
統
の
項
中

「午
後
11時
５
分

」
を
「午

後
11時
３
分

」
に
改
め
、
同
表
深
夜
第

13
号
系
統
の
項
中
「午

後
11時

10分

」
を
削
り
、
「午

後
11時

23

分

」
を
「午

後
11時
20分

」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
　
　
　
程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
号

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

東
京
都
下
水
道
局
長　

佐
々
木　
　
　

健

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
程
（
昭
和

四
十
八
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
」
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